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関 係 団 体  御中 

 

 

厚生労働省保険局医療課 

 

 

妥結率の報告について 

 

標記につきまして、別紙のとおり、地方厚生(支)局医療課、都道府県民生主

管部(局)国民健康保険主管課(部)及び都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期

高齢者医療主管課(部)あて連絡するとともに、別添団体各位に協力を依頼しま

したので、貴団体におかれましても、関係者に対し周知を図られますようお願

いいたします。 

  



（別添） 
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事 務 連 絡

平成26年10月3日

地方厚生（支）局医療課

都道府県民生主管部（局）

国民健康保険主管課（部） 御中

都道府県後期高齢者医療主管部（局）

後期高齢者医療主管課 ( 部 )

厚生労働省保険局医療課

妥結率の報告について

平成26年度診療報酬改定において、医薬品価格調査の信頼性を確保する観点

から、許可病床数が200床以上である病院及び保険薬局において、妥結率の実

績を毎年10月に各地方厚生（支）局へ報告することとしています。（別添参照）

当該報告の結果、報告年度の当年4月1日から9月30日までの妥結率の実績が

50%以下の場合は、初診料・再診料・外来診療料・調剤基本料について、それ

ぞれ「診療報酬の算定方法（平成20年厚生労働省告示第59号）」別表第一の区

分「A000 初診料」の注４、「A001 再診料」の注２、「A002 外来診療料」の注

４、別表第三の区分「00 調剤基本料」の注６の所定点数を算定することとし、

当該取扱いは平成27年1月1日から適用することとしたところです。

このため、各地方厚生（支）局におかれては、妥結率の実績を平成26年10月

31日までに報告するよう、管内の許可病床数が200床以上である病院及び保険

薬局に対して、改めて周知願います。

また、妥結率の報告に関しての疑義を別紙のとおり取りまとめたので、参考

までに送付いたします。



【別紙】

質問 回答

1

10月1日以降に新規指定となった保険医療機関等は、翌年10
月31日まで妥結率の低い保険医療機関等としてみなされな
いこととなっているが、4月1日から9月30日までの新規指定
については、どのように取り扱えば良いか。

4月1日に新規指定となった場合は、4月1日から9月30日の実
績を10月に報告することになり、4月2日から9月30日に新規
指定となった場合は、当該年度の報告は不要であり、翌年
10月31日まで妥結率が低いとはみなされない。なお、来年
度以降は報告が必要となることに留意すること。

2

4月から9月の妥結率を報告するにあたり、保険医療機関等
が個人から法人に組織変更した場合や、保険医療機関が増
床し、200床以上の保険医療機関になった場合の取扱いはど
のようになるのか。

組織変更や増床以前の妥結率と以降の妥結率（4月から9月
分）をまとめて報告する。
なお、10月以降に増床した場合には、来年度以降の報告と
なる。

3

報告書への添付資料として、保険医療機関等と卸売販売業
者で取引価格の決定に係る契約書の写し等、妥結率の根拠
となる資料の提出が必要となるが、妥結率の根拠となる資
料として、契約書の写しのみ添付すればよいのか。

原則として契約書の写しに加え、保険医療機関等と卸売販
売業者が取引した医薬品の薬価総額とその内訳、そのうち
妥結した品目と合計がわかる資料が必要になる。

4
報告書への添付資料として、契約書の取り交わしがない場
合どのようにすればよいか。

例えば取引のある卸売販売業者ごとに、卸売販売業者と保
険医療機関等の両者が押印により、妥結率の報告対象とな
る期間において価格が変更されることがない旨証明するこ
とをもって、契約書の写しに替えることができるものとす
る。

5

複数の保険医療機関等を開設している法人等において、卸
売販売業者と当該本部又は本社が直接契約している場合、
契約書の写し等妥結率の根拠となる資料の添付及び報告書
に係る金額・妥結率の記載はどのようになるのか。

妥結率の報告は保険医療機関等ごとに行うものであり、妥
結率は実際に保険医療機関等と卸売販売業者が取引（本部
又は本社から調達したものを含む）した医薬品の価格、妥
結状況から算出する。
また、本部又は本社と卸売販売業者間での契約に係る資料
も、保険医療機関等ごとの妥結率の状況が分かる資料であ
れば妥結率の根拠となる資料として差し支えない。

6
公益的な側面から地域の備蓄拠点として機能している地区
薬剤師会立の会営薬局との少量の取引においても、妥結率
の根拠となる資料が必要となるか。

当該薬局と妥結率を報告する保険薬局間の取引に限り、薬
価総額とそのうち妥結した総額を証明する書類（この場合
は、妥結率を報告する保険薬局の押印のみで良いものとす
る）とそれらの額の根拠となる資料を提出すること。

※ 保険医療機関等とは、保険医療機関（許可病床数が200床以上である病院に限る）及び保険薬局をさす。



【別添】

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」（平成２６年３月５

日付け保医発０３０５第３号厚生労働省保険局医療課長通知）（粋）

別添１ 診療報酬点数表に関する事項

<初診料＞

区分Ａ０００ 初診料

(10) 「注４」に規定する保険医療機関において、医薬品価格調査の信頼性を確保する

観点から、毎年９月末日においても妥結率が低い状況のまま、初診を行った場合は、

「注４」の所定点数を算定する。

妥結率が低い保険医療機関とは、妥結率の実績が 50 ％以下の保険医療機関をい
う。妥結率の実績の計算期間は、報告年度の当年４月１日から９月 30 日とし、当
該期間の妥結率の実績が基準を上回る場合には、11 月１日から翌年 10 月 31 日ま
で妥結率が低い保険医療機関とはみなされない。ただし、報告年度の当年 10 月以
降に新規に保険医療機関に指定された医療機関においても、翌年 10月 31日まで妥
結率が低い保険医療機関とはみなされない。

なお、妥結とは、取引価格が決定しているものをいう。ただし、契約書等の遡及

条項により、取引価格が遡及することが可能な場合には未妥結とする。また、価格

は決定したが、支払期間が決定していないなど、取引価格に影響しない契約状況が

未決定の場合は妥結とする。

※ 妥結率の計算については、下記のとおりとする。

妥結率＝ 卸売販売業者(薬事法（昭和 35年法律第 145号）第 34条第３項に規
定する卸売販売業者をいう。)と当該保険医療機関との間での取引価格が定め

られた薬価基準に収載されている医療用医薬品の薬価総額（各医療用医薬品の

規格単位数量×薬価を合算したもの）／当該保険医療機関において購入された

薬価基準に収載されている医療用医薬品の薬価総額

(11) 妥結率の割合は、「別紙様式 35」により、毎年 10 月に地方厚生（支）局長へ報告
すること。なお、平成 26 年度改定後、最初の報告は平成 26 年 10 月に行い、(10)
の取扱いについては、平成 27年１月１日から適用する。

(12) (11)に規定する報告の際には、保険医療機関と卸売販売業者で取引価格の決定に係
る契約書の写し等妥結率の根拠となる資料を併せて提出すること。



（別紙様式３５） 

 

妥結率に係る報告書 
 

報告年月日：  年  月  日 

 

 

 

当該保険医療機関において購入された薬価基準に収載されて

いる医療用医薬品の薬価総額（各医療用医薬品の規格単位数

量×薬価を合算したもの） （①） 円 

卸売販売業者と当該保険医療機関との間での取引価格が定めら

れた薬価基準に収載されている医療用医薬品の薬価総額（各医

療用医薬品の規格単位数量×薬価を合算したもの）  （②） 円 

妥結率 

（②／① ）％ 
％ 

 

 

 ［記載上の注意］  

１ 規格単位数量とは、使用薬剤の薬価（薬価基準）別表に規定する規格

単位ごとに数えた数量のことをいう。 

２ 「①」及び「②」については、報告年度の当年４月１日から９月 30

日の薬価総額を報告年度の１０月中に報告すること。報告しない 200 床

以上の保険医療機関は、妥結率の低い保険医療機関とみなされることに

留意すること。 

３ 保険医療機関と卸売販売業者で取引価格の決定に係る契約書の写し等

妥結率の根拠となる資料を添付すること。  



別添３ 調剤報酬点数表に関する事項

<調剤技術料＞

区分００ 調剤基本料

(12) 医薬品価格調査の信頼性を確保する観点から、毎年９月末日においても妥結率が低

い状況のまま、調剤を行った場合は、「注６」の所定点数を算定する。

妥結率が低い保険薬局とは、妥結率の実績が 50 ％以下の保険薬局をいう。妥結率
の実績の算定期間は、報告年度の当年４月１日から９月 30 日とし、当該期間の妥結
率の実績が基準を上回る場合には、11 月 1 日から翌年 10 月 31 日まで妥結率が低い
保険薬局とはみなされない。ただし、報告年度の当年 10 月１日以降に新規に保険薬
局に指定された薬局においても、翌年 10月 31日まで妥結率が低い保険薬局とはみな
されない。

なお、妥結とは、取引価格が決定しているものをいう。ただし、契約書等の遡及条

項により、取引価格が遡及することが可能な場合には未妥結とする。また、価格は決

定したが、支払期間が決定していないなど、取引価格に影響しない契約状況が未決定

の場合は妥結とする。

※ 妥結率の計算については、下記のとおりとする。

妥結率＝ 卸売販売業者(薬事法（昭和 35年法律第 145号）第 34条第３項に規定
する卸売販売業者をいう。)と当該保険薬局との間での取引価格が定められた薬

価基準に収載されている医療用医薬品の薬価総額（各医療用医薬品の規格単位数

量×薬価を合算したもの）／当該保険薬局において購入された薬価基準に収載さ

れている医療用医薬品の薬価総額

(13) 妥結率の割合は、「別紙様式１」により、毎年 10月に地方厚生（支）局長へ報告す
る。なお、平成 26 年度改定後、最初の報告は平成 26 年 10 月に行い、(12)の取扱い
については、平成 27年 1月 1日から適用する。

(14) 保険薬局と卸売販売業者で取引価格の決定に係る契約書の写し等妥結率の根拠とな

る資料を添付すること。



（別紙様式１） 

 

妥結率に係る報告書 
 

報告年月日：  年  月  日 

 

届出に係る調剤基本料 の

区分  

（いずれかに○を付す）  

（  ）調剤基本料（特例除外を含む。）  

（妥結率５０％超）  

（  ）調剤基本料の妥結率特例    

（妥結率５０％以下）  

（  ）調剤基本料の特例（イ又はロ）  

（妥結率５０％超）  

（  ）調剤基本料の特例（イ又はロ）の妥結率特例  

（妥結率５０％以下）  

 

 

当該保険薬局において購入された薬価基準に収載されている

医療用医薬品の薬価総額（各医療用医薬品の規格単位数量×

薬価を合算したもの） （①） 円 

卸売販売業者と当該保険薬局との間での取引価格が定められた

薬価基準に収載されている医療用医薬品の薬価総額（各医療用

医薬品の規格単位数量×薬価を合算したもの）  （②） 円 

妥結率 

（②／① ）％ 
％ 

 

 

 ［記載上の注意］  

１ 規格単位数量とは、使用薬剤の薬価（薬価基準）別表に規定する規格

単位ごとに数えた数量のことをいう。 

２ 「①」及び「②」については、報告年度の当年４月１日から９月 30

日の薬価総額を報告年度の１０月中に報告すること。報告しない場合は、

妥結率の低い保険薬局とみなされることに留意すること。 

３ 保険薬局と卸売販売業者で取引価格の決定に係る契約書の写し等妥結

率の根拠となる資料を添付すること。  

 


